
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告理由第一点について。

　原判決は証拠によつて「投票函の外蓋の施錠にその後僅かな不備が生じたことは

認められる」と認定すると共に又証拠によつて「右の不備は直ちに選挙の結果に異

動を及ぼす虞ある場合に該当しない」と認定している。それゆえ、地方自治法第六

七条によつて選挙の無効を来さないことは明らかであるから、本件上告は理由がな

い。

　同第二点について。

　原判決は、選挙に不正行為があつた事実についてはこれを認めるに足る証拠がな

いと判示しているが、かかる事実は選挙の無効を主張する上告人（原告）において

立証する責任があるにかかわらず、原審において上告人は何等の立証をしていない

から原判決の認定は少しも違法がない。又原判決は証拠を調査し事実を認定してい

るのであつて、所論のような違法は存在しないのであるから、上告は理由がない。

　よつて、民訴第三九六条第三八四条第八九条により上告費用を上告人に負担せし

め、主文のとおり判決する。

　この判決は裁判官全員の一致した意見である。
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